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特別用途食品「経口補水液」販売時における陳列・掲示について 

  

日頃より消費者行政の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

先般、「特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について」

（令和５年５月 19 日付け消食表第 245 号消費者庁食品表示企画課長通知）にお

いて、「販売店舗等において、特別用途食品としての許可を受けたものを清涼飲

料水と区分せず同一の棚に陳列して販売する等により、消費者に対して、当該清

涼飲料水が特別用途食品としての許可を受けたものと誤認されるような広告そ

の他の表示をした場合、健康増進法第 65 条第１項の規定に違反するおそれがあ

るため、区別して陳列すること。」とお示ししたところです。 

これを受けて、この度、一般社団法人日本チェーンドラックストア協会より令

和５年 11 月 15 日付けで、別添（写）のとおり経口補水液の販売時における陳

列・掲示を整理し、会員企業に対し周知した旨、情報提供がありましたので、参

考までに送付いたします。 

つきましては、貴管下販売業者に対する監視、指導等の業務において、適宜参

考にしていただくとともに、貴管下関係者に対する周知をお願いします。 

 

 

 



2023（令和 5）年 11 月 15 日 

消費者庁 

食品表示企画課 課長 

清水 正雄 様 

一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会 

会長 池野 隆光 

（公印省略） 

特別用途食品「経口補水液」販売時における陳列・掲示について 

2023 年 5 月 30 日に閣議決定された「熱中症対策実行計画」では、中期的な目標（2030 年）

として、熱中症による死亡者数を現状から半減すること目指すことが掲げられました。 

その推進には、特別用途食品「経口補水液」の活用は有効でありますが、特別用途食品の許可を得

ていないのに、「脱水時」「熱中症対策」と表示することによる、経口補水液との誤認や清涼飲料水の大

量摂取による体への負担も懸念されます。 

また、病者用食品である経口補水液と清涼飲料水を混在して陳列・販売する等の不適切な販売態

様は、経口補水液が清涼飲料水との誤認を与え、病者ではない者が誤って摂取することによる、健康へ

の悪影響も懸念されます。 

当協会では、2023 年 5 月 19 日に消費者庁食品表示企画課長の通知を受け、消費者への適切

な情報提供と商品選択を通じ、熱中症被害や誤った経口補水液の使用の減少につなげるため、別添

の通り、経口補水液の販売時における陳列・掲示方法を整理いたしました。 

こうした取組により、消費者が、経口補水液の適正な使用方法等を正しく理解し、適切に活用いただ

けるよう、尽力してまいります。 

今後、ドラッグストアでの「経口補水液」の販売に際しては、この陳列・掲示方法に基づき、会員企業

への周知と取扱いをしてまいりますので、お取り計らいの程よろしくお願い申し上げます。 

【お問い合わせ先】 

一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2 丁目 9 番地 KDX 御茶ノ水ビル２階 

TEL 03-6273-7351  FAX 03-6273-7353  Mail：jstaff@jacds.gr.jp 

写○ 別添



（別添） 

◆経口補水液と清涼飲料水を誤認させないために、以下のいずれかの方法で陳列・販売を行う。 
 

１．棚板単位で区別した陳列を行う 

 

 

２．同一棚板で混在した陳列をする場合、区切りを用いて経口補水液の範囲を明確にする 

 

 

３．同一棚板で混在した陳列をする場合、掲示物、プライス POP 等を用いて経口補水液の 

範囲を明確にする 
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経口補水液の範囲を明確化する
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経口補水液の範囲を明確化する

掲示物またはプライスPOPを用いて
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経口補水液

商品名

商品説明

・

価格表示

経口補水液


